
は じ め に

このところ厳しい経済・雇用情勢や就業形態の多様化などを背景に、労使間

でのトラブルが増加傾向にあります。

不幸にして、労使の間でトラブルが起きると、企業側も働く側も大きなダ

メージを受けることとなってしまいます。こうしたトラブルが起きるのを未然

に防ぐ為には、労使双方が労働に関する法令や制度の知識を十分に身につけ、

良好な労使関係を築いておく必要があります。

そこで、本冊子では労働に関する法令や制度についてわかりやすくテーマ

別にまとめるとともに、労働契約法や労働者派遣法、高年齢者雇用安定法など

直近に改正・施行された法令の内容についても触れています。

本冊子を皆様に広く活用していただき、より良い職場環境づくりに役立て

ていただければ幸いです。

平成 25年 11月

愛知県産業労働部労政担当局
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